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総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  平成３０年１１月１３日（火） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市役所 ２階 大会議室 

 

３．農業委員  １０名中８名出席し、その氏名は次のとおり 

太 田   修  尾 上 昭 則  野 田   稔  由 喜 門  尊 

藤 原 由 果  木 下   泉  久 山 英 之  藤 澤 美 芳 

 

欠席委員 

石 黒 五 月  大 森 茂 利 

 

４．農地利用最適化推進委員 

  服 部 千 敏  立 岡   元  福 池 正 美  射 越 誠 一 

 

欠席委員 

大 森 一 廣 

 

５．議事に参与した者 

  事務局長 難波 彰生 

  事 務 局 蒲 直之 

  事 務 局  久山 貴史 

 

６．議事内容 

報 告 事 項 農地法許可に係る専決処分について 

第１号議案 農地法第３条許可申請について 

第２号議案 農地法第４条許可申請について 

第３号議案 農地法第５条許可申請について 

第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（利用権設定） 

そ の 他  
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事 務 局 長 開会を宣言する（午前９時３０分） 

定刻となりましたので、これより平成３０年度瀬戸内市農業委員会、

第８回の総会を始めさせていただきます。開会にあたりまして、木下

会長よりごあいさつを申し上げます。 

議長 (会長 )  おはようございます。先月行われました農業委員・農地利用最適化推

進委員研修会につきましては、大変お忙しい時期にも関わらずたくさ

んの方にご出席いただきありがとうございました。農地利用の最適化

の推進など我々農業委員会の役割を再認識していただけたと思います。

それでは、本日もご審議のほどお願いいたします。 

事 務 局 長  ありがとうございました。ただいまの農業委員の出席数は定数１０名

のうち８名ということで、瀬戸内市農業委員会総会議事規則第７条に

より、この総会が成立していることをご報告いたします。以降の議事

の進行につきましては木下会長よろしくお願いします。 

議    長 それでは、本日の議事録署名委員さんを指名させて頂きます。本日の

署名委員さんに藤澤委員、太田委員、よろしくお願いします。 

早速ですが、議題の方に入らせて頂きます。最初に、報告事項、農地

法許可に係る専決処分について、事務局から説明をお願いします。 

事  務  局 議案資料の１頁目をご覧ください。農地法許可に係る専決処分につい

てでございます。平成３０年度瀬戸内市農業委員会第６回総会で農地

転用許可と議決されました、下津井電鉄株式会社による農地法第５条

許可申請及び平成３０年度瀬戸内市農業委員会第７回総会で農地転用

許可と議決されました、エステートプランニング株式会社外４件によ

る農地法第５条許可申請につきまして、開発案件でありましたが、平

成３０年１０月２６日付けで瀬戸内市開発協議会から承諾を得ました

ので、同日付けで許可しておりますことを報告したものとなっており

ます。以上で事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。ただ今の報告事項につきまして何か

ご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

議    長 それでは、ご意見がないようですので、この件につきましては、報告

承認とさせていただきます。 

それでは続きまして第１号議案、農地法第３条許可申請について、事

務局から説明をお願いします。 

事  務  局 議案資料の２頁目をご覧ください。第１号議案農地法第３条許可申請

についてでございます。 

       【１番案件】 

        譲受人「長船町飯井■■ ■■■■ ■ ■」。譲渡人「岡山市中区

四御神■■ ■■■■ ■ ■」。農地の所在地は「長船町飯井１７
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１１」。登記地目、現況地目はいずれも「畑」。面積は１１７㎡。

「長船町飯井１７１２」。登記地目、現況地目はいずれも「田」。面

積は３８３㎡。譲受人の農地までの距離は２０ｍ。耕作面積は２，９

３９㎡となっております。家族数は２名、耕作者数は１名。取得の理

由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるもので

す。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■■■」さんは、経営農地を全

て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕作

の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれま

す。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えておりませんが、併せて利用権が設定され耕作

面積は５，１９６㎡となる予定です。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲渡人の「■■■■」さん

が「田」及び「畑」として管理しており、譲受人の「■■■■」さん

も同様に「田」及び「畑」として耕作を行うことから、本件の権利取

得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障

は生じないものと考えられます。なお、事務局と担当委員の福池委員

とで現地調査を行い、周辺の農地の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上、事務局から第１号議案の説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、担当委員さんのご意見

を伺いたいと思います。１番案件について、福池委員、お願いします。 

福 池 委 員   譲渡人の■■さんは長船町飯井の出身でありますが、農業はされてお

らず管理のみ行っていました。高齢となり管理が難しくなってきたこ

ともあり、申請地の近くに居住されている譲受人の■■さんに譲渡す

る話がまとまったものです。耕作面積が少ないので営農計画書を提出

していただき確認しましたが、特に問題はないと思われます。ご審議

のほどお願いいたします。 
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議    長 はい、ありがとうございました。以上で担当委員さんからの意見は終

わりましたが、何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

議    長 ご意見ないようですので，採決に入らせていただきます。 

ただ今の第１号議案農地法第３条許可申請について、許可に賛成の方、

挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして第２号議案、農地法第４条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料２頁目をご覧ください。第２号議案農地法第４条許

可申請についてご説明いたします。 

【１番案件】 

  申請人「邑久町福元■■ ■ ■■■■」。土地の所在地は「邑久町

福元５９９－５」。地目は「畑」。面積は２４４㎡。転用目的は｢一般

住宅」。施設の概要は「木造平屋建１棟８４．０２㎡」。建ぺい率は

「３４．４％」。農地区分は第２種農地で普通畑となっております。

資金は自己資金が■万円、借入金が■万円。隣地への被害はありませ

ん。なお、転用申請によるもので、農用地区域外農地です。場所につ

きましては、資料５ページをご覧ください。ＪＲ邑久駅から西へ約３

１０ｍのところに位置しております。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、担当委員さんのご意見

を伺いたいと思います。１番案件について、担当の大森委員が欠席と

いうことで、事務局から説明をお願いします。 

事  務  局   １番案件について、欠席の大森委員に代わり事務局からご説明いたし

ます。申請地は、福元グリーンタウンの東端にあり、現在の居住地か

ら道路を挟んで真向いのところに位置しております。現住居が築４０

年と古くなり新しく住居を建築する計画を立て、自己所有地の中から

住環境の変化がなく周囲に最も影響の少ない土地を選定しております。

周辺に農地はなく営農への支障もございません。担当の大森委員から

も特に問題ないと聞いております。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。以上で担当委員さんからの意見は終

わりましたが、何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

議    長 ご意見ないようですので，採決に入らせていただきます。 

ただ今の第２号議案農地法第４条許可申請について、許可に賛成の方、

挙手願います。 
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（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして第３号議案、農地法第５条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料２頁目をご覧ください。第３号議案農地法第５条許

可申請についてご説明いたします。 

【１番案件】 

  譲受人「牛窓町鹿忍■■ ■ ■■■■」、「同所 ■ ■■■■」。

譲渡人「牛窓町牛窓■■ ■ ■■■■」。土地の所在地は「牛窓町

牛窓４３２８－５」。地目は「田」。面積は４９７㎡。転用目的は｢一

般住宅」。施設の概要は｢木造２階建１棟８２．６７㎡」、「車庫２棟

６０．３４㎡」。建ぺい率は「２８．７％」。農地区分は第２種農地

で１０ａあたりの収量は米 480㎏となっております。資金は自己資金

が■万円、借入金が■万円。隣地への被害はありません。なお、所有

権移転によるもので１０ａあたり■万円となっております。また、農

用地区域外農地です。場所につきましては、資料６ページをご覧くだ

さい。瀬戸内警察署から東へ約３３０ｍのところに位置しております。 

【２番案件】 

  譲受人「邑久町山田庄■■ ■ ■■■■」。譲渡人「邑久町山田庄

■■ ■ ■■■■」。土地の所在地は「邑久町山田庄２２６－１」。

地目は「田」。面積は３１５㎡。「邑久町山田庄２２８－１」。地目

は「田」。面積は４３９㎡。転用目的は｢建売分譲住宅」。施設の概要

は「建売住宅４棟２７８．５８㎡」。建ぺい率は「３４％」。農地区

分は第２種農地で１０aあたりの収量は米４２０ｋｇとなっておりま

す。資金は自己資金が■万円、借入金が■万円。隣地への被害はあり

ません。なお、所有権移転によるもので１０aあたり■万円となって

おります。また、農用地区域外農地です。場所につきましては、資料

７ページをご覧ください。ＪＲ邑久駅から北へ約３３０ｍのところに

位置しております。 

【３番案件】 

  譲受人「長船町土師１４０番地の１２ 不動産業 株式会社プライム

ホーム 代表取締役 松本 英伸」。譲渡人「長船町土師■■ ■ 

■■■■」。土地の所在地は「長船町土師７３０－１」。地目は

「畑」。面積は４５７㎡。転用目的は｢建売住宅」。施設の概要は｢建

売住宅１棟１１４．２７㎡」。建ぺい率は「２５％」。農地区分は第

３種農地で普通畑となっております。資金は借入金が■万円。隣地へ

の被害はありません。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■

万円となっております。また、農用地区域外農地です。場所につきま
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しては、資料８ページをご覧ください。瀬戸内市役所長船支所から南

東へ約２６０ｍのところに位置しております。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。続き

まして、担当委員さんのご意見を伺いたいと思います。１番案件につ

いて、服部委員、お願いします。 

服 部 委 員 こちらの案件は、譲受人の■■さんと■■さんが結婚を機に住居を建

築予定で土地を探していたところ、この度譲渡人の■■さんから譲り

受ける話がまとまったものです。隣に農地がありますが、申請地も含

め長年耕作放棄されているところで周辺の営農への支障はないと思わ

れます。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして２番案件について、立岡

委員、お願いします。 

立 岡 委 員 申請地は、ＪＲ邑久駅から近く住宅化が進んでいる地域で、その残さ

れた農地に建売分譲住宅を予定しているものです。小学校や商業施設

等も近くにあり住宅地として適地であると言えます。周辺の農地の集

団性も小さく、転用による周辺の営農への支障は生じないと思われま

す。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして３番案件について、射越

委員、お願いします。 

射 越 委 員 申請地周辺は、ＪＲ長船駅から近く住宅化が進んでいる地域で、小学

校や商業施設等も近く住環境に優れているため、建売住宅１棟の建築

を計画しているものです。排水関係、隣地同意もあり特に問題ないと

思われます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの第３号議案に

つきまして何かご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

はい、ご意見ないようですので、採決に入らせて頂きます。 

        第３号議案農地法第５条許可申請について、許可に賛成の方は挙手を

お願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして、第４号議案、農業経営基盤強化促進法による農地利用集

積計画について（利用権設定）ということで、事務局の説明をお願い

します。 

事  務  局   それでは第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計

画についてご説明いたします。議案資料３頁目をご覧ください。 
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【第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画につい

て議案書をもとに朗読】 

議    長   はい、ただ今の第４号議案につきまして何かご意見、ご質問がござい

ましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

議    長  ご意見ないようですので、第４号議案につきまして、承認とさせてい

ただきます。 

それでは最後のその他の項目に入らせていただきます。事務局、お願

いします。 

事  務  局   今後の予定でございますが、１２月総会は、１２月１３日木曜日に予

定しております。１月総会は、１月１６日水曜日を予定しております

ので、よろしくお願いします。 

議    長   他にご意見・ご質問はありませんか。 

それではご意見もないようですので、これをもちまして、平成３０年

度１１月の総会を閉会とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

（午前９時５０分 閉会） 

 

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印

する。 

平成３０年１１月１３日 

 

議   長    

 

署 名 委 員    

 

署 名 委 員    


